
（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・
親切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を
行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されて
いるか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が
公平になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策
に適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に
適切に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平
に遂行されると考えられるか。 －

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置
されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。 ×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、も
しくは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事
項があるか。

×

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業
務を行っているか。 ○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しな
いことがあるか。 －

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

農業の
振興と
消費者
の利益

部署名

項　　目

　苦情等の対応は、一定のルール化はなされている。

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所 庶務課

事務所内における人事、厚生、予算及び財産管理等の内部管理

基本的
な視点

　事務所としての最初の窓口として、来訪者及び電話の相手方
に対して、丁寧に対応している。

総論

　職務上、外部に対する施策等は少ないが、制度の改正等、必
要に応じ対応している。



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ×
　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であると
いう意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏っ
ていないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点か
ら行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防
止に偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていると
いえるか（根拠のない判断をしていないか） －

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられて
いるか。 －

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえる
か（根拠のない判断をしていないか）。 －

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点があ
るか。 －

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけ
を行っているか。 －

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食
の安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務
との連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全
に影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。 ○

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ
の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の安
全業務
につい
ての点
検



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・
親切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を
行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されて
いるか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が
公平になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策
に適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に
適切に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平
に遂行されると考えられるか。 －

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置
されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。 ×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、も
しくは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事
項があるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業
務を行っているか。 ○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しな
いことがあるか。 ○

　地元委員会等の場を活用し情報の提供を行うとともに、帰庁後
は必要に応じて上司並びに関係部署に報告するなどの対応を
行ってきた。また、事業推進に向けた各種委員会は、地元代表
者、土地改良区及び市町を含めて構成された検討体制となって
おり、その中での意見交換や要望を踏まえ、国営土地改良事業
計画書(案)に反映するよう対応をしており、各種調査の実施、委
員会の開催等についても土地改良区、市町等地元の積極的な
協力を受けて進めてきた。

総論

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

農業の
振興と
消費者
の利益

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所　調査課

基本的
な視点

項　　目

　国営土地改良地区調査に係る営農計画や環境関係の調査方
針や調査結果について説明するなど地元代表を含む委員会等
を通じて対応を行ってきた。また、田んぼの生き物調査を通じて
地元とのコミニュケーションを図ってきた。

部署名

国営土地改良事業南南貞山堀沿岸地区、新請戸川地区及び安積疎水二期地区に係る地区調査の実施

　国営事業調査地区については、事務所長または担当課長が対
応することとしており、苦情及び要請事項等について具体的な確
認を行い、丁寧な対応を行うこととしている。

　 国営土地改良事業調査地区における営農計画、環境調査に
係るコンサルタント等への業務発注にかかる予算、監督業務が
ある。国営土地改良事業地区調査では、受益地域の農業振興
計画等に基づき営農計画の策定を行っているが、あくまでも農業
の生産性向上の観点からの計画であり、消費者の利益を考慮し
たものとはなっていないという認識は持っている。また、国営土
地改良事業地区調査に関わる業界は、調査関係を中心としたコ
ンサル業界が対象なので、直接消費者とは関わっていない。



対応 ､

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ×
　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であると
いう意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏っ
ていないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点か
ら行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防
止に偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていると
いえるか（根拠のない判断をしていないか） －

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられて
いるか。 －

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえる
か（根拠のない判断をしていないか）。 －

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点があ
るか。 －

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけ
を行っているか。 －

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食
の安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務
との連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全
に影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。 ○

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ
の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

食の安
全業務
につい
ての点
検

業務の
見直し

項　　目



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・
親切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を
行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されて
いるか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が
公平になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策
に適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に
適切に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平
に遂行されると考えられるか。 －

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置
されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。 ×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、も
しくは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事
項があるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業
務を行っているか。 ○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しな
いことがあるか。 ○

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

農業の
振興と
消費者
の利益

部署名

項　　目

　国営土地改良事業調査地区における基幹水利施設に係る調
査・設計等のコンサルタントへの業務発注に係る予算、監督業務
を担当しており、あくまでも生産者の視点に立った計画であるこ
と、所管の業務は調査・設計に係るコンサルタントであることか
ら、消費者とは直接関わっておらず、４月以降もこれまでどおり
の取組を行う。

　苦情、要請等の対応方法はルール化されており、これまでも対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けたことがないことか
ら、４月以降もこれまでどおりの取組を行う。

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所 計画課

国営土地改良事業の地区調査に関すること、国営土地改良事業の全体実施設計に関すること、入札契約事務に関すること

基本的
な視点

　国営土地改良事業調査地区における事業計画（事業構想、事
業費など）の説明に当たっては、農家の代表である土地改良区
総代会等に説明し十分な理解を得るため、わかりやすい資料の
作成を行うなど丁寧な対応を行っており、４月以降もこれまでど
おりの取組を行う。

総論

　国営土地改良事業調査地区においては、受益者の代表である
土地改良区の総代会等で説明会を開催し、事業計画内容（事業
の目的、事業構想、事業費及び事業効果など）の説明を行い、
意見交換や要望を踏まえ、事業計画内容に反映させるよう対応
を行っている。また、意見交換や要望を反映した土地改良事業
計画書(案)については、土地改良区総代会等に議案として説明
し議決してもらうようルール化しており、４月以降もこれまでどお
りの取組を行う。



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ×
　各々の職員自らが点検した結果、直接、食の安全に関連する
事項はなかった。

　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であると
いう意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏っ
ていないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点か
ら行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防
止に偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていると
いえるか（根拠のない判断をしていないか） －

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられて
いるか。 －

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえる
か（根拠のない判断をしていないか）。 －

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点があ
るか。 －

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけ
を行っているか。 －

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食
の安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務
との連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全
に影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。 ○

　各々の職員自らが点検した結果、直接、食の安全に影響を及
ぼす可能性のある業務はなかった。

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ

の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の安
全業務
につい
ての点
検



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・
親切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を
行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されて
いるか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が
公平になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策
に適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に
適切に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平
に遂行されると考えられるか。 －

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置
されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。 ×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、も
しくは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事
項があるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業
務を行っているか。 ○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しな
いことがあるか。 ○

　食糧生産基盤の管理、フォローアップを通じて、消費者が望む
食糧生産の安定化を図りたいという認識でいる。

部署名

　職務上関係する人々に対し新規の制度紹介や内容の説明を
行い意見交換し、必要に応じて上部へ報告している

　挨拶、接客、礼儀作法を丁寧に取り組むことで環境も明るく
なった。

基本的
な視点

総論

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

農業の
振興と
消費者
の利益

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所 保全対策課

　苦情、要請等の対応が必要となった場合随時担当部署へ連絡
通報するルールが出来ている。

地域の農業基盤に関する情報の収集、管理、及び提供並びに国営完了地区のフォローアップを実施する。土地改良施設の機能診断機能保全
計画を策定、指導助言を行う。

項　　目



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ×
　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であると
いう意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏っ
ていないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点か
ら行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防
止に偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていると
いえるか（根拠のない判断をしていないか） －

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられて
いるか。 －

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえる
か（根拠のない判断をしていないか）。 －

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点があ
るか。 －

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけ
を行っているか。 －

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食
の安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務
との連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全
に影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。 ○

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ
の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の安
全業務
につい
ての点
検



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・
親切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を
行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されて
いるか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が
公平になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策
に適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に
適切に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平
に遂行されると考えられるか。 －

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置
されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。 ×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、も
しくは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事
項があるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業
務を行っているか。 ○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しな
いことがあるか。 ○

　課及び所内での報告・連絡・調整を行い、速やかに上部機関
や関係機関に報告等している。

　国営造成水利施設に関する保全対策のコンサルタント等の業
務発注に伴う監督業務を行っているが、当該業務は、施設の維
持管理を目的としており、消費者をは直接関わっていない。

基本的
な視点

総論

　事務所広報紙による周知を行うとともに、関係機関による情報
連絡会において説明及び意見交換を行い、必要に応じ上部機関
に報告を行っている。

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

農業の
振興と
消費者
の利益

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所　保全技術課

国営造成水利施設に係る保全対策、水利権更新などの国営事業完了地区のフォローアップ

項　　目

部署名

　土地改良区や関係者等からの要望に対して、速やかな対応が
図れる体制としている。



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ×
　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であると
いう意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏っ
ていないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点か
ら行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防
止に偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていると
いえるか（根拠のない判断をしていないか） －

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられて
いるか。 －

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえる
か（根拠のない判断をしていないか）。 －

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点があ
るか。 －

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけ
を行っているか。 －

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食
の安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務
との連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全
に影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。 ○

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ
の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の安
全業務
につい
ての点
検



（公表様式）

部署の業務内容

対応 点　検　結　果　の　概　要

　消費者、生産者、事業者など多様な国民各層からみて、丁寧・誠実・
親切な対応がなされるよう、部署内の業務において何らかの取組を
行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　国民からの苦情、要請、内部告発、その他の情報提供について、対
応が放置されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。

×

　苦情、要請、内部告発を受けた場合の対応の方法はルール化されて
いるか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　対応がルール化されていない場合、国民の苦情、要請への対応が
公平になされている考えられるか。

－

　国民に政策目的や政策効果の説明を適切に行い、その結果を施策
に適切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　政策について国民との意見交換を適切に行い、その結果を施策に適
切に反映するため、何らかの取組を行っているか。

○

　国民各層からそれらの取組が適切であるとの評価を受けているか。 ○

　政策目的や政策効果の説明、意見交換の方法、その結果を施策に
適切に反映する方法はルール化されているか。

○

　そのルールについて、改善すべきとの声は寄せられているか。 ×

　ルール化されていない場合、国民全体の視点で見て、業務が公平
に遂行されると考えられるか。 －

　説明会や意見交換会において出された意見について、対応が放置
されたり、不誠実との批判を受けた事例があるか。 ×

　部署内の業務において、特定の分野、団体の指導、監督業務、も
しくは特定の分野、団体と深く関係する予算、税制等に該当する事
項があるか。

○

　業の振興と消費者の利益が一致しないという認識に立ち、日々業
務を行っているか。 ○

　現在の所管の業界の状況からみて消費者と業界の利害が一致しな
いことがあるか。 ○

　ダムの管理を行う予算は、受益者の負担を伴うことから、経済
性・効率を考慮した予算の計画及び執行に努めている。

部署名

　ダム下流住民に対し、定期的に広報誌「管理所便り」を配布し
たり、一般市民に対してもダム見学時に管理所の役割等を説明
し、管理所の業務内容について理解を得られるよう努めている。
なお、広報誌については、ダム下流住民から好評である。

基本的
な視点

総論

業　務　再　点　検　結　果　報　告

苦情、
要請等
への対
応

政策の
目的・
効果に
関する
説明

農業の
振興と
消費者
の利益

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所　羽鳥ダム管理所

　苦情等の問題があれば、管理所から事務所、事務所から東北
農政局へと上程するルールがあり、今の時点でそのルール化事
態に問題はない。

農業専用ダムである「羽鳥ダム」の管理所で、かんがい用水の管理やダムの安全及び維持管理を行っている。

項　　目



対応 点　検　結　果　の　概　要

総論 　部署内の業務の中に、食の安全に関連する事項があるか。 ×
　直接的に食の安全には繋がらないが、かんがい用水としてダ
ムの水質が悪化しないようゴミ投棄の監視及び水質調査を行っ
ている。

　BSE発生後業務の見直しを行ったか。 －
　見直した業務について、その後、定期的な検証を行ったか。 －

　部署内の業務は、国民の健康を守ることが何よりも重要であると
いう意識を持って行われているといえるか（産業振興サイドに偏っ
ていないといえるか）。

－

　部署内の業務は、国民の健康への悪影響発生の未然防止の観点か
ら行われていると言えるか（問題・事故が発生した後の被害拡大防
止に偏っていないか）。

－

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていると
いえるか（根拠のない判断をしていないか） －

　フードチェーンの川下への影響を防ぐ観点からの措置はとられて
いるか。 －

　その措置は科学的な知見や証拠に基づいて業務が行われていえる
か（根拠のない判断をしていないか）。 －

　他部署の実施する食の安全業務について、おかしいと思う点があ
るか。 －

　おかしいと思う点がある場合、他の部局に対し何らかの働きかけ
を行っているか。 －

　第三者（マスコミ、消費者、他省庁等）から、点検対象とした食
の安全業務と他の部署（省内、省外を問わず）が行う食の安全業務
との連携ができていないと指摘されたことはあるか。

－

影響可
能性の
確認

　食の安全に関する業務でないとされているものの中で、食の安全
に影響を及ぼす可能性のある業務は本当にないか。 ○

ご意見の内容 ご意見を踏まえた業務等の見直し・改善状況

項　　目

農林水産省へお
寄せいただいた
ご意見の業務へ
の反映

※「はい」の場合は「○」、いいえの場合は「×」で表示しています。

業務の
見直し

食の安
全業務
につい
ての点
検


